
  

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの健康

を 支 え る 健

診・子育てに 

関する相談等 

妊娠前～妊娠期 育       児 

 

  

 

 

 

 

○妊娠届 

○妊婦健康相談 

○妊婦健康診査 

○マタニティ教室 

○パパママ教室 

 

 

 

  

 

 

 

○新生児聴覚検査 

○１か月児健康診査支援事業 

○産婦健康診査 

○こんにちは赤ちゃん事業 

○新生児・産婦訪問 

○未熟児訪問 

○養育支援訪問 

   

 

  

○股関節脱臼

検診 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

○１歳児 

  健康相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３歳児健康診査  

  

 

 

  

 

 

 

○ピロリ菌 
除菌事業 
  

 

 

 

                  

     

 

 

 

 

 

子育てに関す

るサービスや

支 援 制 度 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

１
歳
６
か
月 

【問合せ先】 ☆教育部こども課 

子育てグループ 〈電話〉 0162-23-6529 

育成グループ 〈電話〉 0162-23-6530   

★稚内市立図書館 〈電話〉 0162‐23‐3874 

◇学校教育課    〈電話〉 0162-23-6518/ 

23-6519/23-6528 

 

 

◆学校給食課 〈電話〉 0162-33-6513 

▼社会福祉課 〈電話〉 0162-23-6453 

●水道料金課 〈電話〉 0162‐23-6514 

妊 

娠 

出 

生 

１

歳 
 

３ 

歳 

小
学
校
入
学 

中
学
校
入
学 

高

校

入

学 

18 

歳 

 

＊生活衛生課 〈電話〉0162‐23‐6437/ 

23-6413 

◎総合窓口課 〈電話〉 0162‐23-6411 

 

稚内市役所 1 階 

専用 Tel：0162-23-6202 

Mail：kodomokatei@ 
city.wakkanai.lg.jp 

稚内市 子どもの健診等や各種子育てサービス 
５ 

歳 

○８０２０教室 

(歯科健康相談) 

○不妊治療費助成事業 

 

 

○オンライン相談 
 

 
 

☆こども家庭センター 

○妊婦等包括相談支援事業(伴走型支援) 

◇教育支援センター(つばさ学級) 

▼ひきこもりサポート事業 

◇教育相談 

○産後ケア事業（宿泊型：生後 4か月まで、訪問型：1歳まで） 

 
○予防接種 

○もぐもぐ赤ちゃん教室 

○７～８か月 
乳児健康相談 

 

○にこにこ赤ちゃん教室 

○フッ化物・サホライド塗布事業 

▼こども発達支援センター 

 

☆助産施設 

★ブックスタート事業 
（絵本プレゼント） 

 
 

 

○５歳児健康診査(６月より) 

◇就学時 
健康診断 

 

☆一時保育事業 

☆地域子育て支援事業（子育て支援センター）  

☆保育所、認定こども園相談等 

＊乳幼児世帯有料ゴミ袋交付事業 

◎こども医療費の助成 

◎養育医療給付 

◆学校給食費助成事業 

☆子育て短期支援事業（ショートステイ） 

☆ファミリー・サポート・センター 

☆病児保育事業 

☆保育所保護者負担助成事業 

☆どさんこ・子育て特典制度 

＊チャイルドシート短期貸出事業 

○フッ化物洗口 

☆学童保育所 

☆児童手当 

☆幼稚園、認定こども園 

☆幼児教育・保育の無償化 ◇就学援助 

◇遠距離通学費補助事業 
 ☆特定教育・保育施設等 

給食費助成事業 

◇稚内市子どもの 

未来応援奨学金 

支給事業 

◎出生祝品 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆延長保育事業 

☆児童館・児童会館 ☆ランドセル登録 

○妊婦のための支援給付 

〈児童発達支援・保育所等訪問支援(小学校入学前まで)〉 

 

 

〈放課後等デイサービス〉 

 

 

○３～4か月 
乳児健康診査 

 

○１歳６か月児 
健康診査 

 

○生活福祉部健康づくり課 

  〈電話〉 0162-23-4000 

☆こども誰でも通園制度 

 ◇稚内市奨学金 
貸付事業 

ひとり親家庭等手当・助成(☆児童扶養手当、◎ひとり親家庭等医療費助成、▼福祉灯油支給事業、●水道料金等軽減制度) 

  条件に該当
する場合 


